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郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業実績報告書

１．利活用事業内容
	１
	店舗名
	

	２
	業種
	
	３
	利活用事業
開始日
	年　　月　　日

	４
	利活用事業
内容
	

	５
	営業時間・
定休日等
	
	６
	従業員数
（申請者本人は除く。）
	

	
	
	
	
	
	※正規、非正規従業員数等のそれぞれの人数を記入

	７
	事業計画
	



２．報告内容
	１
	活用物件の
所在地
	〒963-

	
	
	郡山市

	２
	賃貸借契約
締結日
	年　　　月　　　日

	３
	利活用事業
開始日
	　年　　　月　　　日

	４
	賃借料
	家賃
対象月
	支払月
	月額
（税抜）
	（Ａ）×1/2
	限度額
	（Ｂ）か（Ｃ）の
いずれか少ない方

	
	
	
	
	（Ａ）
	（Ｂ）
	（Ｃ）
	（Ｄ）

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	30,000円
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月　
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	
	
	　月
	　月
	円
	円
	
	円

	５
	補助金実績報告額（（Ｄ）の合計額））
※100円未満は切り捨て
	（Ｅ）
	円



※「支払月」は契約等において定められた家賃の支払日の属する月を記入してください。
※　利活用事業の開始した日の翌月から24か月分が対象となります。
（例）開始日が10月の場合の申請対象月数（翌月分の家賃を前月に支払う場合）
当該年度：11月分家賃（10月支払）～翌年４月分家賃（翌年３月支払）の６か月分
　　　　　翌年度：５月分家賃（４月支払）～翌年４月分家賃（３月支払）の12か月分
翌々年度：５月分家賃（４月支払）～10月分家賃（９月支払）までの６か月分
合計24か月分
※　会計年度（４月１日～翌年３月31日）ごとに申請が必要になります。２年度目以降の申請が遅れると、上限である24か月分の交付を受けられない場合があります。
※　交付決定前に支払った賃借料は対象外になります。
（2/2）

